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�愛媛県告示第５４７号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１６項の規定により、

新居浜市治良丸土地改良区から次のとおり役員が就任し、及び退任

した旨の届出があった。

平成２８年５月６日

愛媛県東予地方局長 菅 豊 正

就 任

退 任
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�愛媛県告示第５４８号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第３０条第２項の規定により、

新居浜市垣生土地改良区の定款の変更を認可した。

平成２８年５月６日

愛媛県東予地方局長 菅 豊 正

�愛媛県告示第５４６号
救急病院等を定める省令（昭和３９年厚生省令第８号）第１条第１項の規定による救急病院から、次のとおり名称及び開設者名の変更の届

出があった。

平成２８年５月６日

愛媛県知事 中 村 時 広

発 行 愛 媛 県
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名 称
所 在 地

開 設 者 名

変 更 前 変 更 後 変 更 前 変 更 後

独立行政法人労働者健康
福祉機構愛媛労災病院

独立行政法人労働者健康
安全機構愛媛労災病院 新居浜市南小松原町１３番２７号 独立行政法人労働者健康

福祉機構
独立行政法人労働者健康
安全機構

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 福 本 頼 幸 新居浜市萩生２５０５番地

〃 伊 藤 正 一 新居浜市萩生２９３１番地の１

〃 伊 藤 博 文 新居浜市大永山１２番地

〃 西 原 武 � 新居浜市萩生２４５９番地の２

〃 福 本 美暉子 新居浜市萩生２５１３番地

〃 野 田 厚 新居浜市萩生２６０４番地の２

〃 高 橋 冨 子 新居浜市萩生２５５３番地の２

〃 秦 小代子 新居浜市萩生２４４７番地の１

〃 福 田 敏 明 新居浜市萩生９２０番地の１

監 事 秦 昭 義 新居浜市萩生２４８５番地の２

〃 福 本 明 正 新居浜市萩生２５０３番地

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 福 本 頼 幸 新居浜市萩生２５０５番地

〃 高 橋 敏 夫 新居浜市萩生２６２８番地の３

〃 伊 藤 基 重 新居浜市大永山６番地

〃 伊 藤 昭 博 新居浜市萩生２８８２番地の７

〃 西 原 實 新居浜市萩生２４１１番地の１６

〃 伊 藤 正 道 新居浜市萩生２５１９番地の１

〃 � 永 守 光 新居浜市萩生２８１７番地

〃 � 永 省 一 新居浜市萩生２３０４番地の２

〃 伊 藤 忠 光 新居浜市萩生７７２番地の１

監 事 秦 昭 義 新居浜市萩生２４８５番地の２

〃 福 本 明 正 新居浜市萩生２５０３番地
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公 告

�愛媛県告示第５４９号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第３０条第２項の規定により、

上分町土地改良区の定款の変更を認可した。

平成２８年５月６日

愛媛県東予地方局長 菅 豊 正
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�愛媛県告示第５５０号
建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第４２条第１項第５号の規定

により、次のとおり指定道路を指定した。

平成２８年５月６日

愛媛県東予地方局長 菅 豊 正

１ 指定道路の種類

建築基準法第４２条第１項第５号

２ 指定年月日

平成２８年４月２２日

３ 指定道路の位置

四国中央市寒川町字西浜２９４９番の一部、２９５０番の一部

４ 指定道路の延長及び幅員

� 延長 ２０．４５メートル

� 幅員 ５．３５メートル

�公 告

毒物劇物取扱者試験の実施について

愛媛県毒物劇物取扱者試験規則（昭和２６年愛媛県規則第２６号）第

４条第１項の規定により、平成２８年毒物劇物取扱者試験を次のとお

り実施する。

平成２８年５月６日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 試験の日時

平成２８年８月１９日（金）１３時３０分

２ 試験の場所

愛媛県庁（愛媛県松山市一番町４丁目４－２）

愛媛県中予地方局（愛媛県松山市北持田町１３２）

３ 受験願書の提出期間

平成２８年６月６日（月）から１７日（金）まで。

ただし、郵送による場合は、同日までの消印のあるものは、受

け付ける。

４ 受験願書の請求先及び提出先

県内居住者については住所地を管轄する保健所（松山市の区域

にあっては、中予保健所）と、県外居住者については愛媛県保健

福祉部健康衛生局薬務衛生課とする。
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製菓衛生師試験の施行について

製菓衛生師法（昭和４１年法律第１１５号）第４条第１項の規定によ

る平成２８年度製菓衛生師試験を次のとおり施行する。

平成２８年５月６日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 試験の日時

平成２８年７月１４日（木）１３時００分

２ 試験の場所

松山市一番町四丁目４番地２ 愛媛県庁

３ 受験願書の提出期間

平成２８年６月６日（月）から１７日（金）まで。ただし、郵送に

よる場合は、同日までの消印のあるものは、受け付ける。

４ 受験願書の提出先

県内居住者については住所地を管轄する保健所と、県外居住者

については愛媛県保健福祉部健康衛生局薬務衛生課とする。

５ その他

受験についての必要事項は、受験票により指示する。
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調理師試験の実施について

調理師法（昭和３３年法律第１４７号）第３条の２第１項の規定によ

る平成２８年度調理師試験を次のとおり実施する。

平成２８年５月６日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 試験の日時

平成２８年８月１８日（木）１３時３０分

２ 試験の場所

松山市一番町四丁目４番地２ 愛媛県庁

３ 受験願書の提出期間

平成２８年６月２０日（月）から７月１日（金）まで。ただし、郵

送による場合は、同日までの消印のあるものは、受け付ける。

４ 受験願書の提出先

県内居住者については住所地を管轄する保健所と、県外居住者

については愛媛県保健福祉部健康衛生局薬務衛生課とする。

５ その他

受験についての必要事項は、受験票により指示する。

�愛媛県告示第５５１号
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第１項に規定する開発行為に関する工事が次のとおり完了した。

平成２８年５月６日

愛媛県中予地方局長 藤 井 晃 一

検 査 済 証 の 番 号
及 び 交 付 年 月 日

工 事 を 完 了 し た 開 発 区 域 又 は
工 区 に 含 ま れ る 地 域 の 名 称

開 発 許 可 を 受 け た
者 の 住 所 及 び 氏 名

２８中局建（開）第３号

平成２８年４月２０日
東温市見奈良字廣坪６１９番９、６２６番５

松山市石手３丁目３番７号

ニック石手３０２号

和 田 麻 李 亜

平成２８年５月６日 発行

愛 媛 県 報平成２８年５月６日 第２７７０号
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